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井
上
正
鐡
直
門
野
澤
鐵
教
の
生
涯

―
岸
本
昌
熾
『
先
師
野
澤
鐵
教
先
生
眞
傳
記
』
の
翻
刻
と
紹
介
―荻

原

　

稔

は
じ
め
に

　

天
保
期
の
江
戸
近
郊
で
神
道
的
な
民
衆
教
化
活
動
を
行
っ
た
武
蔵

国
足
立
郡
梅
田
村
（
現
在
の
足
立
区
梅
田
）
の
神
明
宮
神
主
井
上
正
鐡

（
一
七
九
〇
～
一
八
四
九
）
は
、
寺
社
奉
行
に
よ
る
取
締
を
受
け
て
、

三
宅
島
へ
遠
島
に
処
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
継
者
た
ち
は
、

度
重
な
る
取
締
を
か
い
く
ぐ
っ
て
、
明
治
に
至
る
ま
で
活
動
を
継
続

し
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
に
は
教
部
省
に
よ
り
「
吐
菩
加
美
講
」

と
し
て
布
教
を
公
認
さ
れ
、
や
が
て
「
大
成
教
禊
教
」
及
び
「
禊

教
」
と
し
て
教
派
神
道
の
一
部
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　

今
回
紹
介
す
る
『
先
師
野
澤
鐵
教
先
生
眞
傳
記
』（
以
下
は
『
野
澤

伝
記
』
と
す
る
）
は
、
井
上
正
鐡
が
梅
田
村
で
開
教
す
る
以
前
か
ら

の
内
弟
子
で
あ
り
、
開
教
後
は
寄
宿
の
門
人
の
幹
事
と
し
て
統
率
に

あ
た
っ
た
直
門
筆
頭
の
野
澤
鐵
教
（
一
八
一
四
～
一
八
七
五
）
の
伝
記

で
あ
る
。
こ
の
書
は
、
明
治
二
十
八
年
刊
の
小
木
藤
太
郎
・
岸
本
昌

熾
共
著
『
教
祖
井
上
正
鐵
大
人
實
伝
記
』（
以
下
は
『
実
伝
記
』
と
す

る
）
に
「
野
澤
鐡
教
の
伝
記
に
詳
ら
か
な
り（

（
（

」
と
い
う
一
文
が
あ
っ

て
、
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
て
は
い
た
が
、
本
文
は
確
認
で
き
な
か
っ

た
。
近
年
に
な
っ
て
、
岸
本
昌
熾
の
遺
族
で
あ
る
岸
本
昌
良
氏
（
日

本
大
学
講
師
）
か
ら
、
本
書
は
じ
め
岸
本
家
所
蔵
の
稿
本
の
研
究
を

筆
者
が
委
嘱
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
た
び
紹
介
す
る
に
至
っ
た

も
の
で
あ
る（

（
（

。

『
先
師
野
澤
鐵
教
先
生
眞
傳
記
』
と
著
者
岸
本
昌
熾

　
『
野
澤
伝
記
』
は
、
岸
本
昌
熾
の
著
に
な
る
資
料
で
あ
る
。
岸
本

昌
熾
は
、
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
に
、
譜
代
大
名
の
西
尾
家
（
江
戸

史
料
紹
介
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後
期
に
は
遠
江
横
須
賀
藩
主
）
の
藩
士
で
あ
っ
た
岸
本
家
の
姻
戚
の
本

橋
家
に
生
ま
れ
、
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
に
、
岸
本
家
の
養
子
に

な
っ
て
い
る
。
明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）
に
警
視
庁
等
外
二
等
出

仕
と
な
り
、
千
住
警
察
署
に
て
署
員
巡
査
一
般
に
漢
学
を
教
授
し
て

い
る
。
そ
の
後
、
明
治
十
九
年
に
宮
内
省
臨
時
編
纂
所
臨
時
雇
と

な
っ
た
が
、
二
十
一
年
に
は
能
水
商
会
を
設
立
し
、
実
業
と
学
問
を

両
立
さ
せ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
二
十
三
年
か
ら
二
十
六
年
ま
で
に

大
蔵
省
総
務
局
監
察
課
雇
を
務
め
、
明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）

に
六
十
歳
で
没
し
た（

（
（

。
お
そ
ら
く
、
千
住
警
察
署
勤
務
時
代
に
、
当

時
梅
田
村
で
井
上
家
を
継
い
で
布
教
に
あ
た
っ
て
い
た
井
上
祐
鐡
に

入
門
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
、
祐
鐡
が
指
導
を
受
け
て
い
た

野
澤
鐵
教
に
つ
い
て
「
先
師
」
と
し
て
そ
の
経
歴
を
伝
記
に
ま
と
め

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
梅
辻
規
清
を
教
祖
と
す
る
「
神

習
教
二
葉
教
会
」
も
組
織
し
て
お
り
、
井
上
正
鐡
と
梅
辻
規
清
の
両

方
の
教
化
活
動
に
関
わ
っ
た
痕
跡
が
あ
る（

（
（

。

　

本
書
の
明
確
な
執
筆
年
代
は
不
明
だ
が
、
野
澤
鐵
教
が
没
し
た
明

治
八
年
（
一
八
七
五
）
か
ら
妻
好
美
が
没
す
る
明
治
二
十
七
年
ま
で

の
間
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
岸
本
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
か

ら
考
え
る
と
明
治
二
十
年
ご
ろ
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
内
容
に

つ
い
て
は
、
当
時
既
刊
の
伝
記
類
に
も
そ
の
記
事
が
あ
る
門
中
（
信

徒
）
周
知
の
事
柄
に
加
え
、
正
鐡
の
遺
文（

（
（

や
、
妻
の
好
美
ほ
か
当
時

存
命
で
あ
っ
た
古
参
の
門
中
か
ら
の
聞
き
書
き
と
思
わ
れ
る
記
録
な

ど
を
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。
今
日
確
認
で
き
る
史
料
を
参
照
し
て

み
る
と
、
い
く
つ
か
の
年
代
の
誤
り
も
存
在
す
る
が
、
本
書
の
み
が

伝
え
る
事
績
も
多
く
、
明
治
前
期
ま
で
の
伝
承
を
記
録
し
た
も
の
と

し
て
意
義
深
い
。
底
本
は
、
著
者
自
筆
の
稿
本
で
あ
っ
て
、
縦
二
五

㎝
、
横
一
七
㎝
で
、
表
紙
含
め
三
十
一
丁
の
縦
本
で
あ
り
、
片
面
に

八
行
の
罫
紙
に
書
か
れ
て
い
る
。
筆
者
自
身
の
筆
に
よ
る
付
箋
や
数

回
の
校
正
が
施
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
は
最
終
校
正
に
基
づ
い
て
翻
刻

し
た
。

　

な
お
、
岸
本
に
よ
る
著
書
に
は
、
本
書
や
前
述
の
『
教
祖
井
上
正

鐡
大
人
實
伝
記
』
の
ほ
か
、『
教
祖
梅
辻
規
清
實
記
稿
本（

（
（

』
が
知
ら

れ
て
い
る
。
岸
本
家
所
蔵
本
に
は
、
未
刊
の
井
上
祐
鐡
の
伝
記
三
種

「
井
上
祐
鐡
先
生
年
譜
草
稿
」、「
井
上
祐
鐡
先
生
年
譜
」、「
井
上
祐

鐵
先
生
伝
」
と
「
下
谷
通
志
」
な
ど
が
あ
る
。

本
書
の
主
な
エ
ピ
ソ
ー
ド

　

本
書
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
大
き
く
五
つ
の
テ
ー
マ
に
分
け
ら
れ
る
。

　

㊀　

出
自
と
入
門
の
経
緯
（
一
丁
オ
か
ら
七
丁
オ
）

　

㊁　

開
教
の
準
備
と
梅
田
門
中
の
統
率
（
七
丁
オ
か
ら
十
丁
オ
）

　

㊂　

逃
避
行
と
京
都
方
面
で
の
活
動
（
十
丁
オ
か
ら
二
十
一
丁
オ
）

　

㊃　

�
正
鐡
遠
島
後
の
活
動
と
生
活
（
二
十
一
丁
オ
か
ら
二
十
五
丁
ウ
）

　

㊄　

神
道
説
教
と
教
導
職
補
任
（
二
十
五
丁
ウ
か
ら
三
十
丁
オ
）

　

で
は
、
こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
ご
と
に
、
そ
の
概
略
と
史
料
等
に
よ
る
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コ
メ
ン
ト
を
し
て
お
こ
う
。

　

㊀　

出
自
と
入
門
の
経
緯　
　

実
父
中
川
富
之
進
が
野
澤
家
か
ら

養
子
に
入
る
際
の
約
束
に
よ
る
、
鐵
教
自
身
の
家
族
関
係
の
悩
み
や
、

儒
学
と
剣
道
の
ど
ち
ら
を
継
承
す
る
か
と
い
っ
た
進
路
の
悩
み
が
入

門
の
契
機
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
父
と
正
鐡
は
、

文
化
十
二
年
（
一
八
一
五
）
か
ら
の
学
友
で
、
転
居
に
よ
っ
て
交
際

が
途
絶
え
て
い
た
の
だ
が
、
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
に
再
会
し
、

同
席
し
た
鐵
教
は
百
日
間
の
通
学
後
、
諸
問
題
を
清
算
の
う
え
で
内

弟
子
と
な
っ
た
の
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、『
実
伝
記
』
に
も
記
載
は

あ
る
が
、
よ
り
詳
細
な
状
況
が
明
確
に
な
っ
た
。

　

㊁　

開
教
の
準
備
と
梅
田
門
中
の
統
率　
　

正
鐡
が
秩
父
の
日
野

沢
や
越
後
を
往
来
し
つ
つ
、
江
戸
で
の
開
教
準
備
を
進
め
て
い
く
補

佐
を
し
、
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
四
月
十
五
日
の
開
教
後
は
、

施
設
の
修
理
や
門
人
の
指
導
な
ど
の
幹
事
役
を
務
め
た
状
況
が
記
さ

れ
て
い
る
。
他
書
に
は
な
い
縦
二
間
横
三
間
の
大
型
の
団
扇
の
制
作

に
つ
い
て
の
師
弟
の
対
応
の
逸
話
は
、
リ
ア
ル
で
も
あ
り
興
味
深
い
。

　

㊂　

逃
避
行
と
京
都
方
面
で
の
活
動　
　

開
教
後
一
年
が
経
っ
て

活
動
が
軌
道
に
乗
っ
て
き
た
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
四
月
に
、

早
く
も
取
締
を
予
想
し
た
正
鐡
は
、
寄
宿
の
浪
人
た
ち
を
引
率
し
て

の
逃
避
行
を
命
じ
た
。
そ
の
指
示
の
際
に
授
け
ら
れ
た
書
簡（

（
（

は
、

『
遺
訓
集
』
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
詳
細
な
旅
程
や
事
跡
は
他

書
に
は
な
い
。
一
ツ
木
（
現
在
の
埼
玉
県
吉
見
町
）、
平
塚
（
現
在
の
群

馬
県
伊
勢
崎
市
）、
秩
父
日
野
沢
（
現
在
の
埼
玉
県
皆
野
町
）、
法
久
（
現

在
の
群
馬
県
藤
岡
市
）
と
い
っ
た
各
地
の
サ
テ
ラ
イ
ト
門
中
の
活
動
拠

点
を
経
由
し
つ
つ
、
五
月
十
三
日
に
信
州
飯
田
下
茶
屋
町
伊
藤
要
人

方（
（
（

に
到
着
し
た
が
、
強
盗
の
嫌
疑
を
受
け
て
町
役
人
に
よ
り
四
日
間

拘
留
さ
れ
る
と
い
う
ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
た
。
さ
ら
に
、
木
曽

路
を
通
っ
て
上
京
し
、
三
条
通
の
支
援
者
宅
に
寄
寓
し
て
、
綾
部
藩

主
九
鬼
隆
都
に
面
会
の
後
、
伊
勢
や
奈
良
を
経
て
、
六
月
中
旬
か
ら

綾
部
城
下
の
神
宮
寺
村
で
教
会
を
開
設
し
た
。
さ
ら
に
宮
津
を
訪
れ

た
野
澤
は
、
宮
津
城
で
世
子
の
本
荘
宗
秀
に
拝
謁
し
て
饗
応
を
受
け
、

百
両
の
助
成
金
を
授
っ
た
。
さ
ら
に
、
京
都
で
嘆
願
活
動
中
の
加
藤

勇
司
（
鐡
秀
）
と
出
会
い
、
そ
の
金
を
折
半
し
た
あ
と
、
同
行
の
浪

人
た
ち
に
旅
費
を
与
え
て
解
散
さ
せ
た
と
い
う
。

　

し
か
し
、
史
料
か
ら
見
る
と
、
本
荘
宗
秀
は
、
天
保
十
一
年
（
一

八
四
〇
）
九
月
に
養
父
の
宗
發
の
跡
を
継
い
で
藩
主
に
就
任
し
て
い

て
、
す
で
に
「
世
子
」
で
は
な
く
、
か
つ
十
二
年
は
江
戸
に
在
府

だ
っ
た
。
さ
ら
に
、
白
川
家
に
参
殿
し
た
と
す
る
「
十
一
月
中
旬
」

も
十
二
年
で
は
な
く
、
翌
十
三
年
十
一
月
十
五
日
で
あ
る
こ
と
が
、

白
川
家
文
書
で
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）

十
一
月
二
十
八
日
に
、
再
度
の
取
締
に
よ
り
井
上
正
鐡
は
揚
屋
入
り

に
な
っ
た
た
め
、
加
藤
ら
が
中
心
に
な
っ
て
上
京
し
て
、
白
川
家
に

入
門
の
形
式
で
金
品
を
納
め
て
、
急
遽
保
釈
の
働
き
か
け
を
し
て
い

る
。
当
時
、
野
澤
は
京
都
方
面
に
い
た
と
思
わ
れ
、
妻
と
と
も
に
江
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戸
に
帰
る
た
め
、
十
四
年
（
一
八
四
三
）
二
月
二
十
四
日
に
白
川
家

に
参
殿
し
て
、
京
都
所
司
代
へ
の
妻
の
女
通
証
文
（
通
行
手
形
）
下

付
の
取
り
次
ぎ
と
、
給
符
荷
（
公
用
荷
物
）
の
取
り
扱
い
を
願
い
出

た
記
録
が
あ
る（

（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
梅
田
村
出
立
は
天
保
十
二
年
四
月
と
し
て
も
、
京

都
で
加
藤
ら
と
出
会
う
可
能
性
が
あ
っ
た
の
は
天
保
十
三
年
暮
れ
の

こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
天
保
十
二
年
九
月
に
は
、
江
戸
本
所
押
上
に

あ
っ
た
白
川
家
江
戸
執
役
所
か
ら
神
拝
式
の
仮
免
許
状
を
授
か
っ
た

記
録
も
あ
り（

（（
（

、
四
月
に
出
立
し
た
も
の
の
、
そ
の
年
の
九
月
に
は
一

旦
江
戸
へ
戻
っ
て
き
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
取
締
の
緊

迫
感
が
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
状
況
だ
っ
た
の
で
、
近
況
な
ど
を
報

告
し
て
連
絡
を
取
り
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
か
ら
す
る

と
、
綾
部
の
神
宮
寺
村
で
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
他
書
に
言
及
さ
れ

た
も
の
は
な
い
が
、『
野
澤
伝
記
』
が
、
天
保
十
二
年
六
月
中
旬
か

ら
十
二
月
中
旬
の
半
年
間
と
す
る
活
動
期
間
は
、
一
年
半
に
亘
っ
た

も
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

㊃　

正
鐡
遠
島
後
の
活
動
と
生
活　
　

か
つ
て
共
に
京
都
方
面
へ

向
か
っ
た
浪
人
た
ち
と
も
再
会
し
て
、
秩
父
や
平
塚
で
教
会
を
再
興

し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
中
川
家
が
牛
込
に
新
築
し
た
家
の

こ
と
に
つ
い
て
は
、
正
鐡
か
ら
の
手
紙
（『
遺
訓
集
』
巻
之
五
「
福
之

神
」）
を
引
用
し
て
言
及
し
て
い
る（
（（
（

。
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
二
月

の
指
導
体
制
の
指
示
で
、
野
澤
は
「
産
霊
役
」
筆
頭
と
定
め
ら
れ
、

弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
九
月
の
上
州
平
塚
の
渋
沢
氏
宛
の
書
簡
で

は
、
野
澤
を
招
い
て
新
規
の
門
中
取
り
立
て
の
修
行
を
行
い
、
そ
の

際
に
指
導
者
た
る
べ
く
伝
法
を
受
け
る
よ
う
に
と
の
指
示
が
出
さ
れ

た
り
し
て
い
て（

（（
（

、
実
際
に
教
会
再
興
の
活
動
を
行
っ
て
い
た
形
跡
は

あ
る
。
ま
た
、
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
に
好
美
を
娶
っ
た
と
あ
る

が
、
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
二
月
の
書
簡（
（（
（

に
は
、「
御
内
方
様
御
安

全
」
の
文
言
も
あ
っ
て
、
逃
避
行
時
の
仮
の
妻
「
與
禰
」（
よ
ね
）

と
好
美
（
よ
し
み
）
の
関
係
は
未
詳
で
あ
る
。

　

㊄　

神
道
説
教
と
教
導
職
補
任　
　

四
谷
伊
賀
町
に
住
ん
で
門
人

を
育
成
し
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
に
は
、
教
部
省
の
命
に
よ
る

神
田
神
社
で
の
十
日
間
の
神
道
説
教
を
本
荘
宗
秀
と
と
も
に
勤
め
上

げ
て
公
に
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
、「
吐
菩
加
美
講
」
の
公
然

布
教
が
許
可
さ
れ
る
と
、
権
中
講
義
に
補
任
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ

の
補
任
に
つ
い
て
は
、
毒
殺
も
示
唆
さ
れ
る
ほ
ど
の
対
立
が
あ
っ
た

と
い
う
。
そ
し
て
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
三
月
二
十
六
日
に
享
年

六
十
二
歳
で
生
涯
を
終
え
て
い
る
。

　

史
料
か
ら
見
る
と
、
布
教
公
認
の
申
請
は
、
東
宮
千
別
、
小
川
實
、

大
武
友
康
の
三
人
の
連
名
で
行
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
教
導
職

に
、
東
宮
が
訓
導
、
大
武
が
権
訓
導
に
補
せ
ら
れ
た
が
、
当
初
小
川

は
補
任
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
時
、
野
澤
は
神
道
説
教
に
お
い
て
尽

力
し
た
も
の
の
、
申
請
者
で
は
な
い
の
に
権
中
講
義
に
補
せ
ら
れ
た

こ
と
に
、
大
武
知
康（

（（
（

と
大
橋
反
求
齋（
（（
（

と
い
う
人
物
は
反
感
を
持
っ
て
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い
た（
（（
（

。ま
と
め

　

こ
の
『
野
澤
伝
記
』
に
は
、
幕
末
期
の
民
衆
教
化
活
動
の
一
つ
で

あ
る
井
上
正
鐡
の
活
動
の
草
創
期
の
実
態
と
と
も
に
、
教
部
省
・
教

導
職
設
置
の
頃
の
調
整
や
対
立
を
含
め
た
「
吐
菩
加
美
講
」
の
教
団

内
部
の
実
情
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
野
澤
鐵
教

と
い
う
人
物
の
生
涯
が
明
ら
か
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
教
派
神
道
の

成
立
前
史
と
、
明
治
初
期
の
宗
教
行
政
の
成
立
期
に
お
け
る
神
道
教

導
職
の
活
動
の
事
例
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

註（1
）　
『
教
祖
井
上
正
鐡
大
人
實
伝
記
』
中
巻
十
五
丁
。

（
2
）　

本
書
の
ほ
か
に
は
、「
井
上
祐
鐡
先
生
年
譜
草
稿
」（
十
五
丁
）、

「
井
上
祐
鐡
先
生
年
譜
」（
六
丁
）、「
井
上
祐
鐵
先
生
伝
」（
本
文

一
二
丁
）、「
賀
茂
規
清
大
人
略
伝
」（
三
十
六
丁
）
が
あ
る
。

（
3
）　

岸
本
昌
良
著
『
岸
本
誠
吉
の
生
涯
―
岸
本
家
の
歴
史
を
探
る
―
』

（
平
成
七
年
）
に
よ
る
。

（
4
）　

岸
本
家
に
は
、『
名
簿　

二
葉
教
会
』
と
い
う
記
録
が
あ
る
。

（
5
）　

遺
文
類
は
、
明
治
二
十
年
（
一
八
八
七
）
か
ら
三
十
年
（
一
八
九

七
）
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
『
井
上
正
鐡
翁
遺
訓
集
』（
以
下
は

『
遺
訓
集
』
と
す
る
）
全
八
巻
に
多
数
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

の
『
野
澤
伝
記
』
の
執
筆
当
時
は
、
ま
だ
完
成
し
て
い
な
い
。
主

だ
っ
た
書
簡
は
、
写
本
が
流
布
し
て
い
た
。

（
6
）　｢

教
祖
梅
辻
規
清
實
記
稿
本｣

に
つ
い
て
は
、
明
治
三
十
年
に
筆

写
さ
れ
た
東
北
大
学
附
属
図
書
館
狩
野
文
庫
本
を
底
本
に
し
て
、

荻
原
が
翻
刻
し
た
。『
梅
辻
規
清
伝
記
資
料
』（
井
上
正
鐡
研
究
会
、

平
成
五
年
）
所
収
。
岸
本
家
所
蔵
本
の
「
賀
茂
規
清
大
人
略
伝
」

が
原
本
で
あ
り
、
東
北
大
学
本
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
部
分
も
あ

る
。

（
7
）　
『
遺
訓
集
』
巻
之
三
「
神
勅
」。

（
8
）　

こ
の
伊
藤
要
人
祐
像
も
、
正
鐡
が
皆
伝
を
授
け
て
帰
郷
さ
せ
て

あ
っ
た
者
で
あ
り
、
明
治
に
至
る
ま
で
、
江
戸
の
門
中
が
上
京
す

る
際
の
経
由
地
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
人
の
活
動
に
つ
い
て
は
、

荻
原
稔｢

禊
教
備
前
開
教
者
伊
藤
祐
像
と
そ
の
一
門｣

（『
明
治
聖

徳
記
念
学
会
紀
要
』
復
刊
第
四
七
号
、
平
成
二
十
二
年
）
参
照
。

（
9
）　

こ
の
時
期
の
井
上
正
鐡
門
中
と
白
川
家
と
の
交
渉
に
つ
い
て
は
、

荻
原
稔
「
白
川
家
と
江
戸
の
門
人
―
天
保
年
間
の
井
上
正
鐡
遠
島

を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
神
道
宗
教
』
第
一
四
三
号
、
平
成
三
年
）
参

照
。

（
10
）　
『
白
川
家
門
人
帳
』（
金
光
図
書
館
所
蔵
）。
翻
刻
は
、
近
藤
喜
博

『
白
川
家
門
人
帳
』（
昭
和
四
十
七
年
）
三
七
二
頁
。

（
11
）　

こ
の
手
紙
に
対
す
る
野
澤
の
返
信
へ
の
再
応
答
が
、『
遺
訓
集
』

巻
之
二
「
布
斗
麻
迩
」
で
あ
る
。
こ
の
書
簡
は
、
嘉
永
元
年
九
月

の
書
簡
で
あ
る
こ
と
が
確
定
し
て
お
り
、
前
便
の
書
簡
（『
遺
訓

集
』
巻
之
五
「
福
之
神
」）
を
指
し
て
「
御
引
越
ニ
付
愚
意
申
上

候
処
…
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
嘉
永
元
年
三
月
の
執
筆
と
推

定
で
き
る
。『
野
澤
伝
記
』
に
い
う
新
築
を
行
っ
た
「
此
年
」
と
は
、

弘
化
四
年
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
12
）　
『
遺
訓
集
』
巻
之
二
「
産
霊
直
」。

（
13
）　
『
遺
訓
集
』
巻
之
四
「
葦
原
の
思
」。
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（
14
）　

大
武
知
康
は
、
明
治
三
年
に
入
門
し
、
東
宮
の
協
力
者
と
し
て
活

動
し
た
が
、
明
治
六
年
の
吐
菩
加
美
講
改
正
の
協
議
に
際
し
、
取

締
の
職
務
を
厳
し
く
行
う
こ
と
を
主
張
し
、
妥
協
し
て
統
一
を
図

ろ
う
と
い
う
東
宮
と
も
意
見
が
合
わ
ず
、
結
局
離
脱
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
東
宮
鐡
麻
呂
『
東
宮
千
別
大
人
年
譜
』（
明
治
三
十
四

年
）
十
六
頁
に
よ
る
。

（
15
）　

東
京
大
学
総
合
図
書
館
所
蔵
の
『
特
選
神
名
牒
』
の
奥
書
に
は
、

「
明
治
十
三
年
庚
辰
三
月
廿
四
日
於
式
部
寮
公
事
謄
寫
之
以
余
暇

之　

六
十
九
翁
大
橋
反
求
齋
」
と
あ
り
、
明
治
十
三
年
に
六
十
九

歳
で
存
命
と
わ
か
る
。

（
16
）　

こ
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
東
宮
千
別
大
人
年
譜
』
の
十
一

か
ら
十
二
頁
に
は
、「
野
澤
氏
ノ
此
ク
特
遇
セ
ラ
レ
シ
ハ
、
氏
ハ

正
鐡
翁
ノ
高
弟
ニ
シ
テ
、
前
日
神
田
神
社
社
頭
説
教
ノ
ヲ
リ
盡
力

セ
シ
ニ
依
リ
、
大
人
（
東
宮
千
別
―
引
用
者
）
ハ
自
ラ
謙
シ
テ
敢

テ
首
座
ニ
居
ラ
ズ
、
之
ヲ
推
選
シ
タ
ル
ト
、
當
時
教
部
省
出
仕
ニ

テ
吐
菩
加
美
講
掛
員
ナ
リ
シ
中
教
正
本
荘
宗
秀
氏
ノ
舊
臣
ナ
リ
シ

ト
ニ
依
リ
テ
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
小
川
氏
ガ
最
初
ヨ
リ
ノ
同
志
者
ニ

テ
功
労
少
カ
ラ
ズ
、
願
書
ニ
モ
副
署
セ
シ
程
ナ
ル
ニ
、
却
テ
此
ノ

選
ニ
漏
レ
、
野
澤
氏
ガ
殊
功
ナ
ク
シ
テ
、
特
ニ
上
級
ニ
補
セ
ラ
レ

シ
ヲ
以
テ
、
大
武
氏
等
ハ
甚
ダ
其
處
置
ノ
不
公
平
ナ
ル
ヲ
憤
リ
、

大
ニ
本
荘
氏
ニ
迫
ル
所
ア
ラ
ン
ト
セ
シ
ガ
、
大
人
切
リ
ニ
諭
シ
テ

之
ヲ
止
メ
シ
メ
タ
リ
ト
云
フ
」
と
あ
る
。

（
東
京
都
立
青
峰
学
園
主
幹
教
諭
）

先
師
野
澤
鐵
教
先
生
真
傳
記

　

・
底
本
は
、
岸
本
昌
熾
自
筆
本
で
あ
る
。

　

・�

底
本
の
丁
数
は
、（
何
丁
オ
・
ウ
）」
で
表
し
た
。
オ
は
表
ペ
ー
ジ
、
ウ

は
裏
ペ
ー
ジ
を
表
す
。

　

・
本
文
は
、
原
本
の
自
筆
校
正
に
従
っ
た
。

　

・�

崩
し
字
は
、
正
字
体
に
し
た
が
、
通
用
の
字
体
と
同
じ
も
の
は
そ
の
ま

ま
用
い
た
。
カ
タ
カ
ナ
・
ひ
ら
が
な
は
、
そ
の
ま
ま
用
い
、
変
体
仮
名

は
ひ
ら
が
な
と
し
た
。

　

・
割
注
及
び
底
本
に
あ
る
振
り
仮
名
は
（　

）
内
に
記
し
た
。

　

・
明
ら
か
な
誤
字
に
は
、
正
し
い
用
字
を
〔　

〕
で
補
っ
た
。

　

・
句
読
点
は
、
読
解
の
便
の
た
め
、
荻
原
が
付
し
た
。

「
先
師
野
澤
鐵
教
先
生
真
傳
記　

原
稿
（
表
紙
）」

先
師
野
澤
鐵
教
先
生
真
傳
記

先
師
野
澤
先
生
は
、
武
州
江
戸
の
人
に
し
て
本
と
幕
府
の
家
人
な
り
。
初
め

其
名
を
麁
鐵
と
曰
ふ
。
後
鐵
教
と
改
む
。
小
字
を
主
馬
と
曰
ふ
。
玄
昇
と
號

す
。
文
化
十
年
癸
酉
、
近
郊
鳴
子
村
に
生
る
。
父
を
中
川
富
之
進
と
曰
ふ
。

富
之
進
は
本
と
幕
人
野
澤
某
（
一
丁
オ
）」
の
長
男
な
り
し
か
、
中
川
氏
子

な
く
し
て
、
野
澤
氏
一
子
富
之
進
を
生
む
時
に
両
氏
は
偶
々
相
隣
り
た
り
き
。

富
之
進
五
歳
の
頃
、
中
川
氏
之
を
切
望
し
て
止
ま
ざ
れ
ば
、
故
ら
に
慈
愛
を

加
へ
て
之
を
馴
れ
し
め
、
以
て
己
れ
の
嗣
子
と
為
ん
と
欲
し
、
後
屡
々
其
意

を
野
澤
氏
に
示
せ
ど
も
、
肯
は
ず
し
て
曰
く
、
吾
れ
唯
々
一
子
な
り
、
如
何

ぞ
之
を
他
家
に
與
へ
む
や
と
。
尚
ほ
切
に
請
ふ
て
止
ま
ざ
れ
ば
、
野
澤
氏
試

み
に
吾
か
子
に
其
実
（
一
丁
ウ
）」
を
告
く
。
富
之
進
曰
く
、
是
れ
吾
か
素
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願
な
り
。
若
し
許
さ
れ
さ
れ
は
、
予
れ
家
を
出
て
僧
と
為
ん
の
み
と
。
父
其

子
の
答
へ
意
外
に
出
て
た
れ
ば
、
乃
ち
已
む
を
得
ず
し
て
、
中
川
氏
と
相
約

し
て
曰
く
、
此
子
将
来
子
を
挙
げ
ば
、
其
男
女
な
る
と
其
嫡
た
る
と
を
論
ぜ

す
、
必
ず
取
て
野
澤
家
の
嗣
子
と
為
さ
ん
と
す
と
。
乃
ち
之
を
中
川
氏
に
與

ふ
。
時
に
年
十
二
な
り
。
富
之
進
年
十
九
に
至
り
、
妻
を
娶
り
一
男
を
生
む
。

即
ち
先
師
鐵
教
先
生
な
り
。
前
約
に
従
ひ
、
以
て
野
澤
家
の
嗣
子
と
為
す
。

故
に
其
姓
を
冒
し
て
野
澤
氏
と
曰
ふ
。
然
れ
ど
も
、
當
時
両
家
（
二
丁
オ
）」

相
争
ふ
て
、
紛
紜
未
た
止
ま
ざ
り
き
。
先
生
、
性
英
敏
豪
毅
、
幼
に
し
て
群

童
と
殊
な
る
所
あ
り
。
長
し
て
昌
平
學
儒
員
内
山
某
の
門
に
入
り
儒
道
を
学

ひ
、
蛍
雪
努
力
す
る
所
あ
り
て
、
嶄
然
と
し
て
忽
ち
頭
角
を
顕
は
す
。
又
武

人
小
畠
某
に
就
て
剣
伎
を
習
ふ
。出
藍
の
誉
あ
り
。年
弱
冠
に
及
ん
で
業
益
々

進
む
。
二
師
乃
ち
大
に
望
を
先
生
に
属
し
、
各
自
の
道
を
傳
て
、
以
て
互
に

其
後
を
継
か
し
め
ん
と
す
。
先
生
文
武
二
道
其
孰
れ
を
撰
ひ
て
専
門
と
す
へ

き
や
、
未
だ
自
ら
決
す
る
所
あ
ら
ず
。
之
に
加
ふ
る
に
、
両
家
孰
れ
の
嗣
子

た
る
べ
き
や
、
猶
ほ
未
た
（
二
丁
ウ
）」」
定
ら
ざ
る
の
事
あ
り
。
故
に
意
気

少
し
く
沮
喪
す
。
之
を
父
に
謀
る
に
、
父
も
亦
之
を
處
す
る
に
苦
し
み
、
荏

苒
唯
々
時
を
移
す
の
み
な
り
き
。
是
よ
り
先
、
文
化
十
二
年
乙
亥
の
頃
、
教

祖
井
上
大
人
既
に
隣
里
に
寓
し
て
賣
卜
を
以
て
業
と
為
す
。
富
之
進
も
亦
恒

に
易
術
を
嗜
ミ
け
れ
ハ
、
相
互
に
交
通
し
て
遂
に
益
友
と
為
り
、
種
々
の
事

と
も
ま
て
相
謀
り
た
り
し
が
、
後
大
人
は
去
て
他
國
に
漫
遊
し
け
れ
は
、
富

之
進
は
其
頼
る
所
を
失
ひ
し
に
、
今
や
又
此
事
を
生
じ
て
自
ら
決
す
る
こ
と

能
は
ず
。
范
然
と
（
三
丁
オ
）」
し
て
嘆
じ
て
、
茲
に
東
円
大
人
を
し
て
在

ら
ば
、
共
に
謀
り
て
其
事
を
決
せ
ん
者
を
と
云
ひ
し
が
、
一
日
大
人
が
日
本

橋
檜
物
町
に
在
り
と
聞
き
、
乃
ち
大
に
悦
ひ
直
ち
に
往
て
其
實
を
告
げ
、
且

其
教
を
請
ひ
し
か
ば
、
曰
く
先
つ
其
人
を
我
に
見
せ
し
め
よ
と
。
翌
日
直
ち

に
先
生
を
従
へ
て
到
れ
ハ
、大
人
一
見
し
て
嗚
呼
斯
の
人
よ
と
大
息
し
、良
々

久
く
し
て
大
に
悦
て
曰
く
、
聞
く
所
の
如
ん
ば
、
則
（
三
丁
ウ
）」
ち
今
子

が
深
く
憂
ふ
る
所
の
者
は
事
反
て
小
に
し
て
、
其
家
を
續
く
こ
と
は
両
家
孰

れ
を
撰
ぶ
も
可
な
り
。
寧
ろ
之
を
放
棄
す
る
の
優
れ
る
に
若
ず
。
又
其
文
武

に
於
る
は
、
其
道
の
孰
れ
を
修
む
る
も
亦
不
可
な
き
な
り
。
丈
夫
の
世
に
居

る
や
、
惟
り
此
等
の
小
事
に
區
々
と
し
て
身
を
委
ぬ
可
か
ら
ず
。
他
に
亦
大

道
の
あ
る
あ
ら
ん
。
盍
ぞ
之
を
求
め
ざ
る
や
。
先
生
傍
ら
に
在
て
之
を
聞
て

熟
々
惟
ふ
に
、
古
語
に
曰
ふ
、
身
を
立
て
道
を
行
ひ
、
名
を
後
世
に
揚
け
、

以
て
父
母
を
顕
は
す
は
孝
の
終
わ
り
な
り
と
。
然
れ
ば
名
を
續
（
四
丁
オ
）」

き
統
を
垂
る
ゝ
は
亦
大
道
な
り
。
又
文
武
の
伎
藝
を
学
ぶ
は
、
猶
ほ
鳥
の
両

翼
、車
の
両
輪
あ
る
が
如
く
に
し
て
、大
道
を
踏
む
の
手
段
な
ら
ん
。
而
る
に
、

今
斯
く
述
べ
ら
る
ゝ
は
甚
た
吾
れ
の
解
せ
ざ
る
所
な
り
と
。
心
窃
に
疑
念
を

懐
き
た
れ
ば
、
乃
ち
激
し
て
問
て
曰
く
、
今
先
生
の
所
謂
大
道
と
は
其
何
の

所
に
在
る
乎
。
請
ふ
之
を
示
さ
れ
ん
こ
と
を
と
。
大
人
笑
て
答
へ
ず
。
頃
あ

り
て
懇
切
に
神
道
の
大
義
を
説
諭
さ
れ
し
か
ば
、
両
人
共
に
之
を
聞
て
、
大

に
悦
伏
せ
り
。
乃
ち
富
之
進
、
大
人
に
請
ふ
て
曰
く
、
願
く
は
吾
か
兒
を
先

生
の
膝
下
（
四
丁
ウ
）」
に
置
き
、
其
道
を
得
さ
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
と
。
大

人
曰
く
、
先
つ
暫
ら
く
予
が
門
に
通
学
せ
し
む
べ
し
と
。
時
に
天
保
六
年
乙

未
三
月
、
先
生
年
二
十
二
な
り
。
是
よ
り
夜
々
鳴
子
村
よ
り
檜
物
町
に
通
学

す
る
こ
と
一
百
餘
日
、
一
日
も
間
断
な
か
り
し
な
り
。
時
に
先
生
郷
里
に
於

て
村
童
を
集
め
習
字
の
教
授
を
為
し
け
れ
ば
、
晝
間
は
寸
隙
の
暇
な
く
、
故

に
毎
日
晡
時
よ
り
晴
雨
を
別
た
ず
、
鞋
を
穿
ち
傘
を
携
へ
、
數
里
の
途
を
徒

歩
し
て
大
人
の
門
に
到
る
頃
ひ
は
既
に
初
更
を
過
き
、
教
義
終
り
て
家
に
還

る
時
は
往
々
五
更
に
至
る
こ
と
（
五
丁
オ
）」
あ
り
、
或
は
全
く
夜
明
る
こ

と
も
あ
り
た
り
と
云
ふ
。
遂
に
意
を
決
し
て
父
に
請
ふ
て
曰
く
、
児
今
よ
り

文
武
の
志
を
絶
ち
又
養
子
の
縁
を
棄
て
、
将
に
此
よ
り
一
身
を
神
道
に
投
し
、

以
て
井
上
師
に
從
ん
と
す
と
。
父
其
言
ふ
所
に
任
ず
。
然
れ
ど
も
嚮
に
野
澤

家
の
嗣
子
た
る
の
前
約
あ
れ
ば
之
を
彼
に
告
ぐ
。
彼
亦
其
意
の
堅
く
動
か
す

能
は
ざ
る
を
知
り
て
遂
に
亦
争
は
ざ
り
き
。
其
別
れ
に
臨
て
金
百
両
を
出
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し
、
是
を
與
へ
て
曰
く
、
是
れ
吾
が
訣
別
の
紀
念
の
微
意
な
り
と
。
先
生
乃

ち
謝
し
て
曰
く
、
事
此
に
至
り
し
は
是
獨
り
吾
か
意
（
五
丁
ウ
）」
に
出
て

し
者
に
し
て
深
く
恩
義
に
背
く
者
の
如
し
、
而
る
に
啻
に
吾
が
願
ひ
を
容
れ

う
れ
し
の
み
な
ら
ず
、
今
亦
此
恩
賜
金
あ
り
、
實
に
感
佩
に
堪
へ
ず
。
謹
て

其
厚
意
の
あ
る
所
を
受
け
て
、
此
金
は
吾
が
既
に
拝
受
せ
し
物
と
し
て
、
之

を
他
の
用
に
充
ら
れ
な
ば
、
幸
福
是
よ
り
大
な
る
者
あ
ら
ん
や
と
。
相
互
に

涙
を
流
し
、
遂
ニ
金
を
辭
謝
し
て
別
る
。
是
に
於
て
先
生
積
年
の
重
荷
を
解

き
、
胸
懐
障
り
な
く
疑
念
一
決
し
、
鋭
氣
他
日
に
倍
し
、
將
に
之
を
大
人
に

示
し
て
、
以
て
素
志
の
あ
る
所
を
表
は
さ
ん
と
す
。
心
窃
に
謂
（
六
丁
オ
）」

ら
く
、
大
人
斯
の
決
断
處
置
の
事
を
知
ら
は
、
當
に
大
に
賞
賛
せ
ら
る
べ
し

と
。
意
氣
揚
々
と
し
て
大
人
の
許
に
至
り
、
実
を
以
て
告
げ
た
れ
ハ
、
大
人

曰
く
、
汝
今
終
に
其
の
片
脚
を
吾
が
教
法
に
踏
入
れ
た
り
と
思
ひ
き
が
図
ら

ざ
り
き
。
此
一
言
あ
り
と
は
と
、
先
生
深
く
心
に
恥
ち
、
乃
ち
容
を
改
め
禮

を
正
く
し
、
且
請
て
曰
く
、
吾
身
命
を
も
抛
ち
慎
て
其
教
を
受
け
ん
、
更
め

て
師
弟
の
約
を
結
び
、
入
室
の
法
弟
と
為
ら
ん
こ
と
を
と
。
大
人
乃
ち
之
を

許
さ
れ
た
り
。
是
よ
り
随
身
法
弟
と
な
り
、
親
し
く
大
人
夫
婦
に
事
へ
た
り

き
。
先
生
の
來
る
や
、
家
に
妻
子
を
遺
す
故
に
、
父
兄
等
交
々
來
り
て
其
帰

ん
こ
（
六
丁
ウ
）」
と
を
數
々
來
り
促
せ
ど
も
、
唯
々
妻
子
を
託
し
て
遂
に

其
意
に
従
ハ
さ
り
き
。
天
保
八
年
丁
酉
、
師
家
神
田
本
銀
町
に
移
る
。
又
同

年
四
月
十
七
日
火
災
に
罹
り
阿
玉
が
池
に
轉
ず
。
先
生
日
夜
苦
を
甞
め
辛
を

忍
び
精
神
を
凝
ら
し
て
師
家
の
事
を
務
め
、
又
自
ら
力
を
学
業
に
盡
し
、
意

を
教
義
に
注
き
、
未
た
曾
て
一
日
も
外
物
の
為
め
心
を
奪
は
る
ゝ
こ
と
な
く
、

勤
勉
止
ま
ざ
り
き
。
一
日
沈
思
黙
考
一
心
不
乱
に
し
て
、
更
に
身
を
忘
れ
た

る
が
如
し
。
時
に
神
田
神
社
の
祭
典
に
属
せ
り
。
大
人
の
配
男
也
子
、
先
生

を
慰
藉
し
て
曰
く
、今
宵
祭
典
最
も
賑
は
し
。
汝
盍
ぞ
出
て
積
日（
七
丁
オ
）」

の
欝
悶
を
散
せ
ざ
る
や
と
。
尚
ほ
凝
然
と
し
て
坐
し
、
唯
々
調
息
を
凝
ら
す

の
み
な
り
。
夜
三
更
に
至
る
頃
ひ
、
遂
に
大
人
よ
り
神
傳
を
授
け
ら
れ
た
り

と
云
ふ
。
時
に
六
月
十
五
日
な
り
。
是
よ
り
の
後
は
、
師
家
の
居
住
恒
に
定

ま
ら
ず
し
て
、
大
人
多
く
は
外
に
在
り
、
或
は
上
京
し
、
或
は
日
野
澤
及
ひ

越
後
に
漫
遊
せ
し
が
故
に
、
先
生
も
或
時
は
大
人
に
従
ひ
て
往
き
、
又
或
時

は
家
に
還
り
て
居
り
、
斯
く
あ
る
こ
と
殆
と
三
年
の
久
し
き
に
至
り
、
遂
に

天
保
十
一
年
三
月
二
日
、
大
人
越
後
地
方
よ
り
江
戸
に
回
り
、
難
波
町
に
寓

し
、（
七
丁
ウ
）」
今
よ
り
将
に
梅
田
に
至
り
開
教
す
る
こ
と
有
ら
ん
と
す
。

乃
ち
先
生
も
亦
來
り
て
大
人
に
従
ひ
、
其
準
備
に
力
を
盡
さ
れ
た
り
き
。

四
月
十
五
日
に
至
り
、
大
人
家
族
を
挈
け
て
梅
田
に
移
る
。
先
生
も
亦
従
て

往
き
た
り
。
是
よ
り
専
ら
敷
教
に
従
事
す
。
又
幹
事
を
務
め
、
日
々
社
中
の

人
を
制
し
、
率
先
し
て
他
の
門
生
を
指
揮
し
、
内
外
総
て
の
處
理
を
擔
當
す
。

初
め
此
に
移
り
し
と
き
ハ
社
内
大
に
荒
廃
を
極
め
、
社
殿
屋
宇
は
破
壊
朽
漏

し
、
社
房
は
上
漏
下
濕
し
て
墻
壁
も
亦
無
き
が
如
し
。
殆
と
居
住
す
べ
か
ら

ざ
り
し
に
、
其
（
八
丁
オ
）」
の
修
理
多
く
は
先
生
の
斡
旋
に
成
る
。
其
の

資
亦
出
す
所
あ
り
、
為
め
に
家
を
傾
け
た
り
と
云
ふ
。
然
れ
と
も
往
々
事
巧

ミ
に
失
ふ
て
、
大
人
の
意
協
ハ
さ
り
し
こ
と
之
れ
有
り
。
一
夏
方
に
炎
暑
に

属
し
室
内
熱
甚
し
く
衆
皆
修
行
に
堪
へ
難
け
れ
ば
、
先
生
乃
ち
此
に
一
工
夫

を
凝
ら
し
て
、
縦
二
間
横
三
間
の
巨
大
な
る
團
扇
を
製
造
し
、
之
を
梁
（
は

り
）
に
懸
け
て
自
由
に
運
轉
せ
し
め
、
室
内
の
苦
熱
を
掃
ハ
し
め
た
り
。
大

人
還
り
之
を
見
て
曰
く
、
是
れ
亦
野
澤
の
所
為
な
る
乎
。
外
形
の
熱
を
拂
ふ

に
益
あ
る
も
、
決
し
（
八
丁
ウ
）」
て
内
部
の
穢
を
祓
ふ
に
用
な
し
と
。
而

し
て
其
之
を
用
ゆ
る
に
於
て
は
敢
て
否
ま
ざ
り
し
と
云
ふ
。
大
人
恒
に
人
に

語
て
曰
く
、
鐵
教
は
才
智
あ
り
学
藝
あ
り
口
辯
も
亦
あ
り
、
教
義
に
熟
達
し

て
信
心
全
き
を
得
、
実
に
得
難
き
の
人
物
な
り
。
此
人
に
非
ざ
れ
ば
、
決
し

て
中
人
以
上
公
家
諸
侯
に
至
る
ま
て
悉
く
教
化
す
る
こ
と
能
は
ず
と
。
此
頃

先
生
は
或
は
梅
田
に
在
り
、
或
は
鳴
子
村
の
家
よ
り
通
勤
し
て
教
務
に
従
事

せ
ら
れ
し
が
、
或
時
家
に
在
て
瘧
を
患
ふ
。
大
人
之
を
聞
て
一
（
九
丁
オ
）」

首
の
歌
を
贈
る
。
歌
に
曰
く
、
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ふ
る
べ
な
る
お
こ
り
位
に
腰
た
ゝ
ぬ

　
　

鳴
子
笑
子
（
ゑ
び
す
）
は
鯛
や
つ
り
け
ん

先
生
此
歌
を
見
て
直
ち
に
梅
田
社
に
造
り
け
れ
ば
、
大
人
其
顔
色
を
見
て
一

言
を
も
発
せ
す
、
突
然
推
し
て
池
に
擠
し
け
り
。
先
生
池
よ
り
這
上
り
て
曰

く
、
此
の
不
意
に
は
瘧
も
驚
き
て
必
ず
落
つ
べ
し
。
果
た
し
て
痊
へ
た
り
き
。

後
年
を
越
て
亦
同
痾
に
罹
る
。
又
大
人
の
許
に
造
り
け
れ
ば
、
這
回
は
（
九

丁
ウ
）」
卒
爾
と
し
て
摑
み
付
き
觝
力
を
為
せ
り
。
稍
々
揉
み
合
ふ
内
、
先

生
曰
く
、
氣
が
付
き
た
れ
ば
瘧
は
落
ち
ま
じ
と
。
大
人
曰
く
、
嗚
呼
遺
憾
な

り
、祓
を
能
く
唱
ふ
に
若
ず
と
。
祓
を
唱
へ
て
遂
に
癒
へ
た
り
と
云
ふ
。
此
頃
、

梅
田
社
内
は
敷
教
盛
大
に
し
て
門
人
信
徒
大
に
進
み
、
最
も
賑
は
し
く
皆
悦

ば
し
か
り
し
が
、
大
人
に
は
法
難
の
來
ら
ん
こ
と
を
豫
知
せ
ら
れ
て
、
獨
り

憂
ひ
に
沈
み
け
り
。
乃
ち
密
か
に
先
生
を
膝
下
に
招
き
、
事
の
詳
細
を
告
て

曰
く
、
予
れ
熟
々
惟
（
十
丁
オ
）」
ふ
に
官
疑
愈
々
深
く
し
て
、
法
難
将
に

來
ら
ん
と
す
。
若
し
其
時
に
至
ら
ば
、
茲
に
甚
だ
心
ニ
掛
る
こ
と
あ
り
。
即

ち
社
中
寄
留
の
浮
浪
士
數
名
な
り
。
浮
浪
は
固
よ
り
無
資
無
産
に
し
て
飄
蓬

依
る
所
無
き
の
徒
な
れ
ば
、
何
方
へ
遣
る
べ
き
方
法
も
な
し
。
然
れ
ど
も
彼

の
浮
浪
士
の
在
る
が
為
め
に
、
官
に
對
し
て
其
辨
明
に
苦
し
む
は
必
ず
せ
り
。

若
し
亦
吾
不
幸
に
し
て
、
永
く
囹
圄
中
の
人
た
ら
ば
、
誰
か
彼
等
に
其
方
向

を
示
す
者
あ
ら
ん
や
。
故
に
今
汝
に
托
し
、
彼
等
を
引
率
し
て
以
て
諸
國
を

歴
遊
せ
し
め
む
と
す
。（
十
丁
ウ
）」
且
懇
切
に
諭
し
て
曰
く
、
此
行
や
帰
る

に
期
な
く
、
依
る
に
處
な
く
、
所
謂
蓬
轉
萍
遊
な
る
者
な
れ
ば
、
早
晩
志
の

達
し
得
る
は
今
よ
り
豫
知
す
る
こ
と
能
は
ず
。
さ
す
れ
ば
、
其
間
幾
多
の
障

害
困
難
に
逢
ふ
こ
と
も
亦
免
る
べ
か
ら
ず
と
雖
、
壮
年
男
子
の
み
に
て
は
或

は
世
人
の
怪
み
あ
る
も
亦
多
か
ら
ん
か
。
幸
ひ
茲
に
吾
が
門
中
に
一
婦
人
あ

り
。
其
名
を
與
禰
と
曰
ふ
。
性
貞
順
に
し
て
、
恒
に
能
く
吾
か
法
を
信
せ
り
。

予
れ
之
を
其
両
親
に
謀
る
に
敢
て
異
議
な
し
。
今
汝
之
を
妻
と
為
し
、
携
へ

て
中
饋
薪
水
の
労
を
執
ら
せ
、且
旅
中
の
助
け
と
為
（
十
一
丁
オ
）」
せ
よ
と
。

云
ひ
終
り
て
又
曰
く
、
か
く
云
ふ
所
以
の
者
は
予
れ
に
深
く
慮
る
所
あ
り
て

な
り
。
法
を
弘
む
る
者
の
遭
難
あ
り
し
は
古
人
其
例
少
な
か
ら
ず
。
予
も
亦

将
に
汝
に
別
れ
て
は
再
た
ひ
會
ふ
こ
と
を
期
す
べ
か
ら
さ
ら
む
と
す
。
予
が

護
持
す
る
所
の
法
は
悉
皆
傳
授
す
べ
し
と
言
ひ
訖
り
て
、
至
情
顔
面
に
溢
れ

相
互
に
熱
涙
を
垂
れ
、
遺
憾
遣
る
方
な
く
袖
を
沾
し
つ
く
し
、
大
人
懐
中
よ

り
一
篇
の
書
と
國
歌
一
首
と
を
把
て
先
生
に
與
へ
ら
れ
た
り
き
。
其
文
に
曰

く
（
十
一
丁
ウ
）」

　

此
度
、
神
明
の
告
に
よ
り
、
野
澤
并
妻
女
兩
人
、
信
州
伊
奈
郡
要
人
（
伊

藤
祐
像
な
り
）
方
、
夫
よ
り
越
後
國
江
修
行
に
旅
立
候
や
う
神
ち
よ
く
候
也
。

か
な
ら
ず
む
け
た
ひ
ら
げ
た
ま
へ
。
お
こ
た
る
こ
と
な
か
れ
。　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正　

鐡

　
　
　
　

皇
御
孫
あ
ま
く
だ
し
ま
す
御
心
は

　
　
　
　
　

じ
ひ
か
な
さ
け
か
あ
わ
れ
な
り
け
り

先
生
時
に
二
十
九
。
實
に
天
保
十
二
年
辛
丑
（
十
二
丁
オ
）」
四
月
某
日
な
り
。

先
生
の
一
行
は
皆
道
士
の
扮
装
を
為
し
て
、
神
田
小
川
町
旗
下
加
藤
龍
三
郎

の
邸
宅
を
出
つ
。
其
人
員
は
先
生
夫
婦
と
従
者
神
代
左
門
、
四
分
一
傳
、
森

齋
宮
他
二
名
を
合
せ
て
總
て
七
名
な
り
。
途
を
中
山
道
に
取
り
て
四
月
十
五

日
に
大
宮
驛
に
抵
る
。
夫
よ
り
一
ツ
木
平
塚
二
村
を
経
て
、
秩
父
の
山
中
に

入
り
日
野
澤
村
に
抵
り
、
社
員
中
庭
西
二
の
家
に
宿
す
。
茲
に
滞
留
す
る
こ

と
數
日
、
去
て
又
上
州
甘
楽
郡
法
久
村
に
抵
り
、
同
門
新
井
全
二
の
家
に
宿

す
。
居
る
こ
と
數
日
、
去
て
信
州
地
方
に
（
十
二
丁
ウ
）」
向
ふ
。
沿
道
神

社
を
参
拝
し
て
、
遂
に
飯
田
驛
下
茶
屋
町
伊
藤
要
人
の
家
に
著
し
た
り
。
時

に
五
月
十
三
日
な
り
き
。
是
に
於
て
突
然
嫌
疑
危
難
の
事
起
れ
り
。
一
日
夕

の
頃
、
町
役
人
數
名
夥
多
の
下
役
を
引
率
し
て
來
り
、
将
に
一
行
の
身
上
を

糺
さ
ん
と
す
。
先
其
の
所
持
品
を
検
査
し
て
、
遂
に
家
主
及
ひ
先
生
以
下
三

人
を
拘
引
せ
り
。
到
れ
ば
則
ち
胥
吏
要
人
を
叱
し
て
曰
く
、
汝
ち
異
様
の
旅

客
を
延
て
宿
せ
し
め
ん
と
す
。
彼
等
は
何
人
ぞ
。
要
人
曰
く
、
是
れ
余
が
舊
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知
に
し
て
江
戸
の
人
な
り
。
他
意
あ
る
者
に
非
ず
。
畏
く
も
我
が　

皇
國
の

神
道
を
修
（
十
三
丁
オ
）」
め
ん
が
為
に
大
社
参
拝
を
為
す
者
に
し
て
、
途

次
吾
が
家
に
過
り
し
な
り
と
。
言
未
た
畢
ら
ざ
る
に
下
卒
ど
も
は
各
自
に
縄

物
を
把
り
縛
せ
ん
と
す
る
勢
ひ
な
り
し
が
、
先
生
等
の
両
刀
を
帯
ぶ
る
を
視

て
少
し
く
逡
巡
せ
し
が
、
先
生
乃
ち
従
容
と
し
て
徐
ろ
に
曰
く
、
貴
兄
等
何

の
故
あ
り
て
斯
く
軽
挙
せ
む
と
す
る
や
。
若
し
吾
等
一
行
に
係
る
者
な
ら
ば

謹
て
其
の
命
を
聞
ん
と
。
曰
く
汝
等
異
様
の
扮
装
を
な
し
嫌
疑
す
る
所
あ
れ

ば
、
将
に
縛
し
て
以
（
十
三
丁
ウ
）」
て
有
司
に
致
さ
ん
と
す
。
汝
等
之
を

免
か
れ
ん
と
な
ら
ば
、
速
か
に
姓
名
郷
閈
及
ひ
此
に
至
る
所
以
の
故
を
具
申

し
て
假
偽
す
る
こ
と
無
る
べ
し
と
。
先
生
乃
ち
告
る
に
實
を
以
て
し
、
且
一

牒
を
示
し
て
曰
く
、
是
れ
吾
等
が
大
社
参
拝
す
る
の
證
に
し
て
、
其
印
影
は

則
ち
既
に
詣
で
し
所
の
各
神
社
宮
司
の
押
捺
せ
し
者
な
り
と
。
曰
く
然
ら
ば

其
負
ふ
所
の
笈
中
に
蔵
せ
し
鍋
釜
紙
幮
釣
具
鎌
等
は
、
汝
等
神
道
を
修
す
る

に
何
の
要
あ
り
や
。
曰
く
鍋
釜
紙
幮
は
野
宿
の
用
に
供
し
、
釣
具
は
そ
も
神

代
の
時
に
當
り
（
十
四
丁
オ
）」
て
事
代
主
神
出
雲
の
伊
保
の
碕
に
釣
ら
せ

玉
ひ
し
に
倣
ひ
、鎌
は
中
臣
祓
に
所
謂
焼
鎌（
や
き
か
ま
）の
敏
鎌（
と
か
ま
）

も
て
打
拂
（
う
ち
は
ら
）
ふ
こ
と
の
如
く
と
あ
る
に
因
み
、
日
々
夜
々
に
作

り
犯
せ
る
罪
穢
を
此
鎌
も
て
吾
が
心
田
を
切
拂
ふ
た
め
な
り
と
喋
々
述
て
辯

明
し
た
れ
ば
、
曰
く
果
し
て
然
ら
ば
汝
が
言
理
な
き
に
非
ず
。
然
れ
ど
も
尚

ほ
調
査
す
る
所
あ
れ
ば
暫
ら
く
拘
留
す
と
。
乃
ち
之
を
護
送
し
て
伊
藤
要
人

の
家
に
拘
留
す
。
又
數
人
の
監
視
人
置
て
晝
夜
交
番
せ
む
。
一
日
先
生
監
視

等
に
謂
て
曰
く
、
貴
兄
等
の
勤
む
る
所
は
則
ち
我
等
を
警
衛
す
る
に
在
ら
ん
。

我
等
の
職
は
皇
國
の
神
教
を
修
む
る
に
在
れ
ば
、
其
道
を
説
く
を
以
て
勤
め

と
為
す
。
さ
す
れ
ば
吾
れ
将
に
神
神
〔
道
〕
教
義
を
為
す
べ
し
。
貴
兄
等
試

み
に
之
を
聴
よ
と
。
是
よ
り
日
夜
懇
切
に
大
祓
を
講
釋
し
て
神
道
の
大
義
を

知
ら
し
め
た
れ
ば
、
彼
等
も
亦
悟
る
所
あ
り
た
り
と
云
ふ
。
茲
に
彼
の
嫌
疑

の
由
て
生
せ
し
所
以
を
尋
ぬ
る
に
、
此
を
距
る
三
里
許
に
し
て
某
所
に
一
寺

院
あ
り
。
先
生
等
の
一
行
前
日
に
此
地
を
過
る
の
前
宵
に
於
て
賊
あ
り
。
其

の
數
名
（
十
四
丁
ウ
）」
皆
武
士
體
に
扮
装
し
て
該
寺
院
に
押
入
り
、
多
く

の
金
銀
財
寶
を
強
奪
し
去
る
。
故
に
近
傍
探
索
頗
る
嚴
な
り
し
が
、
先
生
等

の
一
行
亦
方
に
其
の
際
に
遭
遇
し
た
る
が
為
め
に
、
斯
く
深
く
嫌
疑
を
蒙
り

た
り
と
。
幾
く
程
も
な
く
し
て
、
官
吏
全
く
其
別
人
な
る
を
知
り
、
十
七
日

に
至
り
先
生
等
の
一
行
を
解
釋
し
て
皆
還
放
せ
り
と
云
ふ
。
既
に
し
て
下
茶

屋
町
伊
藤
要
人
の
家
を
出
て
、
途
を
轉
し
て
木
曽
路
に
向
ふ
。
是
よ
り
山
嶽

を
跋
渉
し
、
沿
道
大
社
を
禮
拝
し
て
、
其
間
幾
多
の
困
難
を
極
め
遂
に
京
師

に
抵
り
、
三
條
通
に
宿
し
、
伊
藤
與
五
（
十
五
丁
オ
）」
太
郎
に
頼
り
、
或

は
公
卿
錦
小
路
を
頼
し
て
訪
ひ
、
或
は
九
鬼
少
輔
に
見
へ
て
謀
る
所
あ
り
た

り
き
。
其
事
多
く
は
大
人
の
為
め
に
盡
す
に
在
り
と
。
時
に
少
輔
赤
飯
を
饗

し
て
、
一
首
の
歌
を
副
ふ
。
先
生
も
亦
歌
を
詠
て
之
を
謝
す
。
其
歌
に
曰
く
、

　
　
　
　
　

尊
ふ
と
く
も
神
の
來
る
と
聞
し
ゆ
へ

　
　
　
　
　
　

ま
つ
た
て
ま
つ
る
赤
の
を
ま
ん
ま

　
　
　
　
　

君
か
赤
き
思
し
飯
を
ば
た
ま
わ
り
て

　
　
　
　
　
　

あ
つ
き
こ
こ
ろ
を
甘
は
し
く
喰
（
十
五
丁
ウ
）」

為
め
に
留
ま
る
こ
と
數
日
、
去
て
伊
勢
に
詣
て
神
宮
に
礼
拝
し
、
奈
良
に
往

て
春
日
神
社
を
拝
し
、
遂
に
六
月
中
旬
、
丹
波
國
綾
部
に
抵
り
、
近
郷
神
宮

寺
村
に
於
て
初
め
て
教
會
を
開
き
、
細
野
保
、
長
坂
某
等
を
補
助
と
為
し
、

日
々
夜
々
に
教
義
を
修
す
。
日
を
追
ひ
月
を
重
ぬ
る
に
及
ひ
て
、
漸
く
盛
大

な
る
に
至
り
た
り
き
。
其
間
苦
を
甞
め
辛
を
忍
び
、
又
其
多
忙
の
甚
き
は
實

に
筆
舌
の
及
ふ
所
に
非
す
。
蓋
し
教
師
僮
僕
の
差
別
な
く
、
朝
に
山
に
入
て

薪
を
採
り
、
暮
に
流
に
臨
て
水
を
汲
み
、
或
は
舂
き
或
（
十
六
丁
オ
）」
は

炊
き
、
急
書
を
認
む
る
者
も
あ
り
、
急
使
に
馳
す
る
者
も
あ
り
、
内
に
講
す

る
者
も
あ
り
、
外
に
説
く
者
も
あ
り
、
固
よ
り
少
数
の
人
に
し
て
、
加
ふ
る

に
浮
浪
士
の
無
資
無
産
な
れ
ば
、
資
料
多
く
は
他
を
仰
か
ざ
る
を
得
す
。
一

日
先
生
宮
津
の
城
下
に
往
き
一
旅
館
に
投
し
、
藩
士
小
納
戸
役
荒
川
某
に
頼
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り
、
一
書
を
世
子
本
庄
宗
秀
へ
呈
せ
む
と
す
。
時
に
使
丁
等
其
外
貌
の
粗
悪

な
る
を
視
て
、
異
口
同
音
に
笑
ひ
つ
ゝ
謂
て
曰
く
。
貴
客
の
如
き
乞
丐
に
似

た
る
體
た
ら
く
に
し
て
、
何
ぞ
領
主
へ
書
を
献
ず
（
十
六
丁
ウ
）」
る
を
得

ん
や
と
。
先
生
大
喝
叱
し
て
之
を
遣
る
。
侯
自
ら
其
書
を
展
き
、
大
に
悦
て

獨
り
謂
ら
く
、
彼
れ
は
予
が
同
門
の
法
弟
な
れ
と
も
、
奈
何
せ
ん
。
今
予
は

當
主
に
在
ら
ざ
れ
ば
、
直
ち
に
之
を
殿
中
に
延
き
見
へ
て
、
以
て
其
望
を
達

せ
し
む
る
こ
と
能
は
ず
と
。
乃
ち
近
侍
頭
某
に
謀
り
て
曰
く
、
彼
等
の
一
行

は
東
國
に
在
し
同
門
の
法
弟
な
り
。
惟
り
自
ら
来
り
て
予
に
頼
る
に
非
ず
し

て
、
實
は
予
よ
り
特
に
彼
等
を
召
喚
せ
し
な
り
。
然
れ
ば
我
れ
切
に
彼
等

を
保
護
せ
ざ
る
を
得
ざ
り
し
が
、
其
後
師
（
十
七
丁
オ
）」
の
事
変
起
り
て

幕
府
の
深
く
嫌
疑
す
る
所
と
な
り
。
既
に
江
戸
上
第
よ
り
我
に
報
告
あ
り
て

以
て
顧
慮
す
る
所
あ
ら
し
む
。
故
に
予
れ
是
迄
ハ
陰
に
彼
等
を
保
護
し
置
き

た
り
し
が
、
今
又
幕
府
厳
に
諸
國
に
禁
令
し
て
浮
浪
の
士
を
養
ふ
こ
と
な
か

ら
し
む
。
若
し
犯
す
者
あ
ら
ば
、
法
を
以
て
罰
せ
ん
と
い
ふ
布
告
あ
る
に
會

す
。（
是
れ
水
野
越
前
守
の
厳
制
に
由
る
）是
れ
已
む
を
得
ざ
る
の
事
な
れ
ば
、

将
に
彼
等
の
一
行
を
放
ち
去
ん
と
す
。
就
て
は
一
日
彼
を
殿
中
に
延
き
見
て

以
て
別
れ
を
告
ん
と
欲
す
。
且
つ
聊
か
金
を
與
へ
ざ
る
を
得
ず
、
汝
能
く
是

を
計
れ
よ
（
十
七
丁
ウ
）」
と
。
近
侍
頭
直
ち
に
其
命
に
従
ひ
、
特
に
松
田

某
を
使
者
と
為
し
、
禮
服
（
麻
上
下
）
を
齎
ら
し
て
其
旅
館
に
至
ら
し
め
た

り
き
。
館
主
等
之
を
見
て
大
に
驚
き
た
り
と
云
ふ
。
先
生
禮
服
を
着
用
し
て

殿
中
に
出
つ
。
侯
之
を
其
室
に
延
き
、
大
に
饗
應
せ
り
。
或
は
舟
を
浮
べ
て

釣
遊
し
、
或
は
銃
を
携
へ
て
遊
猟
す
。
大
に
愉
快
を
極
め
し
め
、
夜
に
入
り

て
還
る
。
其
去
る
に
臨
て
、
侯
先
生
に
謂
て
曰
く
、
予
は
子
と
同
門
の
法
弟

た
り
。
長
く
子
を
客
遇
し
て
聊
か
保
護
す
る
こ
と
有
ら
ん
と
欲
す
れ
と
も
奈

何
せ
ん
。
惟
り
予
が
思
慮
に
任
せ
ざ
る
こ
（
十
八
丁
オ
）」
と
有
り
。
加
ふ

る
に
幕
命
も
亦
厳
な
れ
は
、
子
幸
に
予
が
意
を
諒
せ
よ
と
。
茲
に
金
一
百
両

（
當
時
一
時
通
用
を
留
め
た
る
一
朱
銀
な
り
と
云
ふ
）
を
出
し
之
を
與
へ
て
、

且
告
て
曰
く
、
是
れ
誠
に
予
が
微
意
な
り
。
師
の
法
難
を
救
ふ
が
為
め
の
費

を
助
る
耶
、
若
く
は
子
が
旅
中
の
路
資
と
為
せ
よ
と
。
先
生
之
を
拝
受
し
て

去
り
、
復
た
綾
部
に
還
り
た
り
き
。
既
に
し
て
十
一
月
中
旬
に
至
り
、
神
宮

寺
村
の
教
會
所
を
閉
ち
、
去
て
京
師
に
上
り
、
神
祇
伯
白
川
殿
に
就
て
神
道

の
免
許
牒
を
受
く
。
是
時
に
當
て
関
東
に
於
て
は
大
人
法
難
に
遭
遇
し
事
急

（
十
八
丁
ウ
）」
を
告
く
。
因
て
頻
り
に
門
弟
等
百
方
盡
力
奔
走
し
て
赦
免
の

寛
典
あ
ら
ん
と
謀
る
。
既
に
加
藤
勇
司
は
上
京
し
て
将
に
之
を
白
川
殿
に
請

ひ
、
或
は
公
卿
に
謀
り
て
、
以
て
大
人
の
法
難
を
救
は
ん
と
す
。
偶
々
先
生

と
邂
逅
す
。
勇
司
曰
く
、
今
や
大
人
法
難
に
罹
り
其
事
急
な
り
。
故
に
來
り

て
其
赦
免
の
方
法
を
計
ら
ん
と
し
て
、
日
夜
之
を
白
川
殿
或
は
諸
公
卿
に
遊

説
す
る
と
雖
、
幕
府
の
盛
威
強
大
に
し
て
、
公
卿
諸
侯
は
容
易
に
容
喙
す
る

能
は
ず
。
然
る
を
況
ん
や
、
人
情
日
に
軽
薄
な
る
の
時
に
於
て
を
や
。
是
の

時
に
乗
し
て
、
財
寶
を
（
十
九
丁
オ
）」
以
て
彼
等
を
誘
へ
は
若
く
は
吾
が

望
を
果
す
や
も
計
り
難
し
。
苞
苴
を
行
ふ
は
心
に
恥
る
な
き
に
非
ざ
れ
ど

も
、
亦
窮
時
の
一
策
な
れ
ば
亦
之
を
嫌
ふ
に
遑
あ
ら
す
。
然
れ
ど
も
之
が
資

に
匱
し
き
を
奈
何
せ
ん
と
。
先
生
曰
く
、
憂
ふ
る
こ
と
な
か
れ
。
我
に
金
あ

り
。
是
れ
伯
州
侯
が
贈
ら
れ
た
る
も
の
な
り
。
吾
も
亦
別
に
計
る
所
あ
れ
ば
、

茲
に
其
半
を
以
て
君
に
分
た
ん
。
君
是
を
以
て
其
為
ん
と
欲
す
る
所
を
為
せ

と
。
金
五
十
両
を
出
し
、
彼
に
渡
し
て
別
を
告
ぐ
。
時
に
十
一
月
二
十
三
日

な
り
き
。
後
ち
十
二
月
二
十
六
日
に
至
り
、
神
祇
伯
白
川
家
よ
り
南
大
路
左

兵
衛
（
十
九
丁
ウ
）」
を
江
戸
に
派
遣
し
て
寺
社
奉
行
就
て
其
寛
典
を
乞
し

め
た
る
も
、
蓋
し
是
等
の
與
り
て
力
あ
る
所
な
ら
ん
歟
。
是
の
時
に
當
り
て

幕
府
の
禁
令
益
々
厳
に
し
て
浮
浪
の
士
を
驅
る
愈
々
酷
な
り
。
為
め
に
先
生

も
一
行
の
者
と
も
と
共
に
遊
歴
す
る
こ
と
の
難
き
を
知
り
、
乃
ち
随
身
の
者

に
告
て
曰
く
、
爾
來
卿
等
苦
辛
艱
難
を
厭
は
ず
能
々
我
に
従
ひ
た
る
も
、
今

幕
令
厳
に
し
て
同
行
す
る
こ
と
能
は
ず
、
是
よ
り
散
じ
て
各
々
其
意
の
向
ふ

所
に
任
せ
む
と
。
乃
ち
應
分
の
費
を
與
へ
て
別
れ
を
告
け
た
り
（
二
十
丁
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オ
）」
き
。
是
よ
り
先
生
夫
婦
は
京
師
を
去
て
遠
州
濱
松
に
抵
り
、
夫
よ
り

途
を
轉
し
て
信
州
地
方
に
入
り
、
飯
田
驛
堀
大
和
の
守
の
家
臣
須
藤
某
（
小

畠
荘
左
衛
門
の
門
弟
な
り
）
の
家
に
抵
り
、
剣
道
指
南
の
助
手
を
為
す
。
翌

十
三
年
正
月
去
て
江
戸
に
回
り
、
芝
窪
町
津
山
藩
邸
内
小
畠
荘
左
衛
門
の
家

に
潜
居
し
、
又
三
田
法
性
院
に
隠
れ
居
れ
り
。
名
を
改
め
て
中
川
市
之
丞
と

曰
ふ
。
此
頃
大
人
は
第
一
の
法
難
も
其
辨
明
既
に
相
立
ち
、
釋
保
を
得
て
帰

村
せ
ら
れ
た
り
き
。
二
月
二
十
日
に
至
り
、
大
人
神
殿
に
籠
り
教
義
の
旨
趣

を
書
し
て
官
に
奉
呈
す
。
時
に
先
生
（
二
十
丁
ウ
）」
の
身
は
破
門
の
體
な

れ
ば
、
公
然
來
り
て
其
事
に
関
す
る
こ
と
能
は
ざ
り
し
も
、
陰
か
に
往
来
し

て
其
勞
を
助
け
た
り
。
又
大
人
第
二
の
法
難
に
罹
り
て
、
内
地
を
離
る
ゝ
の

際
に
至
り
て
も
亦
窃
に
往
て
別
れ
を
告
け
た
り
と
云
ふ
。
或
は
此
等
の
事
ど

も
は
有
る
へ
き
に
非
す
と
曰
ふ
者
あ
れ
と
も
、
當
時
既
に
都
下
に
在
り
せ
ば
、

設
ひ
其
身
は
破
門
た
る
も
、
師
弟
の
情
斯
く
あ
る
べ
き
は
亦
至
當
な
ら
ん
歟
。

大
人
既
に
内
地
を
去
ら
れ
、
而
し
て
其
教
法
も
亦
官
の
厳
禁
す
る
所
た
れ
ば

門
中
の
人
々
は
東
西
左
右
（
二
十
一
丁
オ
）」
に
散
乱
し
て
、
本
と
の
姿
は

更
に
あ
ら
ざ
り
き
。
先
生
も
暫
ら
く
都
下
に
潜
伏
せ
し
が
、
嚮
に
京
師
に
於

て
別
れ
た
る
浮
浪
士
等
が
復
た
來
り
て
先
生
を
訪
ふ
に
會
す
。
先
生
又
之
を

従
へ
秩
父
の
山
中
に
入
り
て
、
将
に
同
門
を
聚
め
て
教
會
を
開
か
ん
と
す
。

然
れ
ど
も
固
よ
り
一
銭
一
粒
の
貯
へ
な
け
れ
ば
亦
如
何
と
も
為
し
難
く
、
一

日
知
人
某
（
秩
父
三
十
三
番
観
音
の
堂
守
な
り
）
に
頼
り
て
小
豆
一
苞
を
得

て
、
毎
日
此
一
品
を
食
し
て
外
何
物
を
も
用
ゐ
ざ
る
こ
と
數
十
日
の
間
な
り

し
が
、
因
て
身
體
髪
膚
衣
装
に
至
る
ま
て
悉
皆
小
豆
の
香
に
化
（
二
十
一
丁

ウ
）」せ
ざ
る
所
な
か
り
し
と
云
ふ
。
其
困
難
な
る
こ
と
他
は
推
て
知
る
べ
し
。

既
に
し
て
山
中
を
出
て
、
上
州
平
塚
一
ツ
木
等
の
社
友
と
相
謀
り
、
教
會
を

起
さ
ん
と
し
て
亦
成
ら
ず
、
遂
に
鳴
子
村
の
家
に
還
り
た
り
き
。
此
年
先
生

中
川
氏
の
事
に
與
か
り
、
牛
込
に
於
て
家
を
新
築
す
。
時
に
人
あ
り
、
先
生

を
讒
し
て
之
を
遥
に
大
人
の
許
へ
報
告
す
。
大
人
之
を
見
て
大
に
怒
り
、
乃

ち
書
を
贈
て
教
誡
し
て
曰
く
、
汝
今
家
を
新
築
し
て
移
る
と
聞
き
た
れ
ば
予

れ
汝
に
一
言
せ
ん
と
す
。
夫
れ
家
を
造
る
の
法
は
宜
し
く
神
道
の
歌
（
歌
に

曰
く
神
道
は
ま
る
木
柱
に
か
や
の
（
二
十
二
丁
オ
）」
屋
根
す
の
こ
の
根
太

に
建
し
御
鏡
）
の
如
く
す
べ
し
。
故
に
内
を
質
素
清
浄
に
し
て
外
を
美
麗
に

飾
る
可
ら
ず
。
若
し
然
ら
ざ
れ
ば
則
ち
神
慮
に
叶
ふ
ま
じ
。
兎
角
汝
の
性
質

は
表
を
張
る
を
好
て
人
に
劣
る
を
嫌
ふ
の
癖
あ
り
。
故
に
恒
に
苦
し
み
多
く

し
て
楽
し
み
少
な
し
。
遂
に
笑
を
多
く
の
人
に
受
く
。
凡
て
人
の
家
と
人
の

心
は
内
清
浄
に
し
て
外
飾
ら
ず
、
貧
乏
神
は
外
へ
放
逐
し
て
福
の
神
は
内
に

祭
る
べ
し
。
然
る
に
今
の
世
の
人
は
之
に
反
す
。
其
反
す
る
所
の
者
が
、
世

の
中
の
大
病
な
り
。
此
大
病
を
癒
せ
し
め
ん
と
盡
力
す
る
者
は
即
ち
神
明

（
二
十
二
丁
ウ
）」
な
り
。
其
看
護
の
補
助
を
す
る
者
は
即
ち
汝
な
り
。
然
る

に
汝
今
其
役
を
勤
め
ず
し
て
、
徒
に
外
を
美
麗
に
し
て
内
を
清
浄
に
す
る
こ

と
を
為
さ
ず
。
然
る
而
巳
な
ら
ず
、
之
を
建
る
に
民
の
肉
を
以
て
し
、
之
に

塗
る
に
民
の
血
を
以
て
す
る
こ
と
あ
ら
ば
、
斯
の
如
き
穢
れ
屋
に
は
神
は
宿

ら
ず
。
見
る
も
忌
々
し
き
事
と
も
な
り
。
聞
く
が
若
〔
如
〕
く
、
今
汝
の
家

が
果
た
し
て
民
の
血
肉
を
以
て
造
り
た
る
者
な
ら
ば
、
忽
ち
之
を
破
壊
し
て

以
て
人
に
與
ふ
る
に
若
ず
。
是
れ
亦
好
き
身
禊
な
り
。
汝
恒
に
汝
の
役
を
勤

め
守
ら
ば
、
今
は
乞
食
小
舎
の
（
二
十
三
丁
オ
）」
如
く
建
置
も
、
後
に
は

必
ず
仁
徳
帝
の
歌
の
如
く
、
周
の
文
王
の
靈
臺
靈
囿
の
如
く
、
信
者
子
の
如

く
來
り
て
美
麗
な
る
家
を
建
る
こ
と
あ
る
べ
し
。
之
を
待
ず
し
て
、
自
ら
強

て
之
を
造
ら
む
と
せ
ば
、
徒
に
人
の
笑
を
招
く
の
み
。
荒
菰
敞
衣
に
起
臥
を

為
す
と
も
、
信
心
修
行
を
勤
め
な
ば
罪
障
烟
滅
し
て
神
慮
に
叶
ひ
、
運
開
き

法
弘
ま
る
こ
と
疑
ひ
な
し
。
是
予
が
願
な
り
。
汝
宜
し
く
猛
省
す
べ
し
と
。

先
生
之
を
（
二
十
三
丁
ウ
）」
見
て
大
に
驚
歎
し
た
り
と
云
ふ
。
蓋
し
是
れ

讒
者
あ
る
に
よ
り
て
示
さ
れ
た
る
教
訓
な
り
と
雖
、
一
々
服
膺
す
べ
し
。
昔

者
魏
の
文
侯
の
謗
書
一
篋
を
楽
羊
に
示
す
と
い
ふ
こ
と
あ
り
。
後
或
人
三
宅

島
に
至
り
て
大
人
の
遺
書
を
撿
す
る
に
、
篋
中
謗
書
の
多
き
に
は
實
に
驚
き
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た
り
と
云
ふ
。
先
生
是
よ
り
麻
布
日
が
窪
に
移
り
、
醫
を
以
て
業
と
為
す
。

號
し
て
玄
昇
と
曰
（
二
十
四
丁
オ
）」
ふ
。
數
年
の
後
、
安
政
四
年
丁
巳
年
、

先
生
四
十
五
。阿
州
藩
士
足
立
一
平
の
養
女
を
娶
る
。其
名
を
好
美（
よ
し
み
）

と
曰
ふ
。
時
に
二
十
九
。
今
の
寡
婦
中
川
好
美
是
れ
な
り
。
好
美
ハ
性
貞
順

に
し
て
、
恒
に
能
く
中
饋
薪
水
の
餘
暇
を
以
て
教
義
を
學
ぶ
。
然
れ
ど
も
一

日
夫
婦
互
に
法
談
を
以
て
相
争
ふ
こ
と
あ
り
。
遂
に
怒
り
て
言
を
交
へ
さ
る

こ
と
、
三
日
の
久
し
き
に
至
る
。
先
生
謂
ら
く
、
婦
女
子
な
る
者
は
斯
く
執

拗
（
い
こ
ぢ
）
な
る
者
乎
と
。
如
何
に
も
笑
ひ
に
堪
へ
さ
れ
ど
も
聲
を
発
し

難
く
、
又
堪
へ
難
（
二
十
四
丁
ウ
）」
く
も
あ
り
て
、
戸
外
に
出
て
芋
圃
の

蔭
に
於
て
獨
り
大
に
笑
ひ
け
り
。
方
に
門
人
來
り
、
訪
ふ
に
會
す
。
之
を
見

て
怪
み
問
へ
け
れ
ば
、
先
生
乃
ち
實
を
以
て
答
ふ
。
門
人
曰
く
、
吾
も
亦
家

紛
あ
り
て
教
を
先
生
に
乞
は
ん
と
し
て
來
れ
り
、
今
先
生
の
事
を
聞
き
て
大

に
悟
る
所
あ
れ
ば
、
復
た
問
ふ
の
要
な
し
と
。
堂
に
上
ら
ず
し
て
去
る
。
是

よ
り
の
後
は
、
先
生
居
住
を
轉
ず
る
こ
と
數
回
、
遂
に
四
ツ
谷
伊
賀
町
に
地

を
求
め
家
を
新
築
し
て
、
修
〔
終
〕
身
茲
に
居
住
を
定
め
た
り
。
時
に　

年

　

月　

日
な
り
き
。
先
生
嘗
て
小
畠
師
の
遺
（
二
十
五
丁
オ
）」
女
某
を
我

家
に
延
て
養
育
す
る
こ
と
あ
り
し
か
、
長
じ
て
他
家
へ
嫁
す
る
に
及
で
、
我

が
家
屋
を
賣
却
し
其
資
を
贖
ひ
、
別
れ
に
臨
で
切
に
告
て
曰
く
、
女
子
の
身

は
男
に
對
し
て
は
敬
を
主
と
し
、
女
に
對
し
て
は
愛
を
主
と
し
、
愛
と
敬
と

は
車
の
両
輪
鳥
の
雙
翼
の
如
き
な
り
、
能
く
思
へ
勤
め
よ
や
と
。
先
生
の
舊

を
忘
れ
ざ
る
こ
と
亦
斯
の
如
き
こ
と
有
た
り
き
。
是
よ
り
（
二
十
五
丁
ウ
）」

教
會
を
開
き
専
ら
敷
教
に
従
事
す
。
門
人
信
徒
大
に
聚
る
。
其
間
前
後
來
り

て
入
門
す
る
者
亦
多
し
。
其
先
な
る
者
は
宮
澤
鼎
、
依
田
、
飯
島
徳
齊
、
村

田
庄
兵
衛
、
佐
藤
春
悦
等
な
り
。
其
貴
顕
な
る
者
を
本
荘
宗
武
、
福
知
山
三

貫
、松
平
新
之
丞
等
と
為
す
。
其
後
な
る
者
は
福
田
長
之
、加
藤
直
鐵
等
な
り
。

既
に
し
て
世
変
り
星
移
り
て
遂
に
維
新
の
世
と
ハ
為
り
に
け
る
。
是
に
於
て

天
下
の
形
勢
一
変
し
諸
政
總
て
古
へ
に
復
す
。
因
て
神
道
も
亦
大
に
恢
復
す

る
の
機
至
れ
り
。
明
治
五
年
教
部
省
を
置
か
る
ゝ
に
當
て
、
先
生
権
中
講
義

を
拝
命
（
二
十
六
丁
オ
）」
す
。
六
年
豊
受
大
神
宮
宮
掌
を
兼
任
す
。
是
に

於
て
吾
が
教
法
の
名
義
も
亦
定
れ
り
。
時
に
本
荘
宗
秀
侯
、
神
宮
大
宮
司
兼

中
教
正
た
り
。
命
し
て
曰
く
、
今
日
よ
り
は
吾
が
教
法
を
神
宮
教
会
井
上
正

鐵
傳
吐
菩
加
美
講
と
稱
し
、
其
教
場
を
祓
除
修
行
所
、
分
派
を
出
張
所
と
稱

す
可
し
と
。
又
管
長
よ
り
東
京
在
勤
講
社
長
心
得
を
以
て
、
部
下
を
取
締
り
、

今
後
改
正
の
目
途
を
立
て
、
以
て
教
法
盛
大
な
る
様
精
々
盡
力
致
す
可
き
旨

を
命
ぜ
ら
る
。
其
取
締
心
得
書
に
曰
く
、

一　

�

管
長
の
命
に
従
ひ
、
其
教
務
を
督
理
し
、
改
幣
歸
正
を
掌
と
（
二
十
六

丁
ウ
）」
る
。

一　

�

其
徒
を
進
退
黜
陟
す
べ
き
は
勿
論
、
新
た
に
施
行
す
る
事
件
、
都
て
管

長
江
具
状
し
指
令
を
請
ふ
可
し
。

一　

�

其
教
義
今
般
改
正
式
目
之
外
、
決
し
て
陰
に
施
行
致
す
可
か
ら
ず
。
若

し
犯
す
者
あ
れ
ば
、
取
締
其
責
に
任
す
。

　

壬
申
八
月
廿
二
日

時
に
明
治
五
年
壬
申
八
月
な
り
。
是
に
於
て
吾
が
教
法
の
基
礎
立
ち
、
始
め

て
世
に
顕
は
る
。
此
際
本
荘
宗
秀
侯
及
ひ
先
生
等
主
と
し
（
二
十
七
丁
オ
）」

て
大
に
盡
力
せ
り
。
初
め
明
治
四
年
神
祇
官
を
改
め
て
神
祇
省
と
為
し
、
又

五
年
神
祇
省
を
廃
し
て
さ
ら
に
教
部
省
を
置
か
る
ゝ
に
當
て
、
其
神
佛
教
法

を
支
配
せ
ら
る
ゝ
や
、
我
神
道
に
東
西
二
部
の
管
長
あ
り
。
東
部
は
近
衛
忠

房
之
を
司
り
、
西
部
は
千
家
尊
福
之
を
司
る
。
而
し
て
其
大
教
院
を
芝
増
上

寺
に
置
き
、
神
道
教
會
所
を
神
田
明
神
社
、
芝
神
明
社
、
金
比
羅
社
の
三
所

に
置
く
。
而
し
て
吾
が
吐
菩
加
美
講
は
、
多
く
神
田
明
神
社
内
に
集
會
す
。

時
に
神
道
一
般
集
會
し
て
、
十
日
を
一
期
と
し
神
道
説
教
を
神
田
明
神
社
に

於
て
開
き
た
り
き
。
是
に
於
て
我
が
吐
（
二
十
七
丁
ウ
）」
菩
加
美
講
に
主

と
し
て
説
教
を
為
す
者
は
、
本
荘
宗
秀
侯
及
ひ
先
生
の
二
名
な
り
き
。
當
時

我
が
吐
菩
加
美
講
は
未
だ
世
に
顕
は
れ
ざ
れ
ば
、
随
て
其
教
員
も
亦
職
位
な
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く
、
人
の
擯
斥
す
る
所
た
り
。
故
に
先
生
獨
り
本
部
及
び
三
所
の
教
會
に
列

席
す
る
の
み
な
れ
ば
、
同
門
信
徒
の
修
行
も
亦
随
て
十
分
な
ら
ざ
り
し
が
、

今
此
公
會
を
開
き
、
其
當
日
に
至
る
や
、
同
門
信
徒
等
は
之
を
聞
て
大
に
悦

て
曰
く
、
時
機
至
れ
り
往
く
べ
し
と
四
方
よ
り
來
り
聴
聞
す
る
者
、
其
初
日

に
五
六
百
人
な
り
。
日
を
遂
て
其
數
増
加
し
た
り
と
（
二
十
八
丁
オ
）」
雖
、

亦
甚
た
静
粛
な
り
。
而
し
て
他
の
神
道
は
之
に
反
し
て
、
其
聴
衆
我
が
十
分

の
一
に
過
ぎ
ず
し
て
、
且
つ
日
に
一
日
よ
り
も
減
少
す
る
の
み
な
る
が
、
甚

だ
喧
囂
な
り
。
甚
し
き
は
神
官
聴
衆
を
促
す
に
至
れ
り
。
時
に
管
長
等
日
々

巡
回
し
て
我
が
聴
衆
の
夥
多
な
る
と
其
静
粛
な
る
と
を
視
て
、
大
に
感
す
る

所
あ
り
。
遂
に
公
然
敷
教
を
官
許
せ
ら
れ
た
り
き
。
是
我
が
教
祖
傳
来
の
教

法
の
開
始
な
り
。
又
為
め
に
本
荘
宗
秀
侯
中
講
義
〔
中
教
正
〕
に
命
ぜ
ら
れ
、

先
生
も
亦
権
中
講
義
を
拝
命
し
、
烏
帽
子
浄
衣
を
賜
は
る
。
又
候
酷
暑
に
當

る
。
略
し
て
、
か
く
衣
を
許
（
二
十
八
丁
ウ
）」
さ
れ
た
り
。
時
に
第
三
日

な
り
、
既
に
し
て
期
終
り
、
後
我
が
教
會
所
を
上
野
東
照
宮
社
内
に
移
し
た

り
と
云
ふ
。
斯
く
先
生
の
名
聲
日
々
益
々
高
く
、
上
に
周
旋
し
て
其
功
を
奏

し
、
下
を
調
停
し
て
其
和
を
致
す
。
此
間
其
用
事
の
繁
忙
な
る
こ
と
勝
て
計

ふ
可
か
ら
ず
。
甚
し
き
は
書
者
筆
を
措
か
ざ
る
こ
と
三
晝
夜
な
り
と
云
ふ
。

か
く
我
が
教
法
に
盡
力
す
る
も
其
有
功
を
知
ら
ず
し
て
、
茲
に
同
門
中
に
妬

心
を
起
し
、
其
對
敵
に
立
て
妨
害
を
為
す
者
あ
り
。
土
屋
藩
士
大
橋
反
求
齋
、

彦
根
藩
醫
士
大
竹
友
安
二
名
、
威
名
陰
権
あ
（
二
十
九
丁
オ
）」
り
と
聞
て

之
に
頼
り
、
事
を
計
り
た
り
し
が
事
遂
に
成
ら
ず
、
唯
々
人
を
疵
け
且
吾
が

教
法
を
衰
微
な
ら
し
む
る
に
止
る
の
み
な
り
し
。
其
間
彼
等
と
先
生
と
の
葛

藤
紛
糾
は
死
生
に
係
り
、
言
ふ
に
忍
び
ざ
る
者
あ
り
。
一
日
大
竹
友
安
謂
て

曰
く
、
予
は
醫
士
な
り
。
嘗
て
吾
が
醫
術
を
以
て
貴
顕
を
害
せ
し
こ
と
あ
り
。

野
澤
氏
何
者
ぞ
。
彼
を
死
活
す
る
は
其
易
き
こ
と
猶
ほ
掌
を
反
す
が
如
し
と
。

時
に
人
あ
り
。
之
を
聞
て
大
に
愕
き
、
以
て
先
生
に
告
げ
、
其
家
に
到
ら
ざ

ら
ん
こ
と
を
請
ふ
。
先
生
笑
て
曰
く
、
予
れ
亦
（
二
十
九
丁
ウ
）」
何
ぞ
彼

が
如
き
を
畏
れ
ん
や
と
。
到
れ
ば
必
ず
多
く
食
ひ
、
長
く
啜
り
た
り
と
云
ふ
。

遂
に
其
の
害
に
遇
ふ
こ
と
無
か
り
し
も
、
天
年
を
與
へ
ず
し
て
、
其
志
を
充

分
に
達
せ
し
め
す
。
終
に
明
治
八
年
三
月
二
十
六
日
を
以
て
歳
六
十
三
に
し

て
溘
然
と
し
て
逝
く
。
噫
惜
い
哉
。

先
師
野
澤
鐵
教
先
生
真
傳
記　

終
（
三
十
丁
オ
）」


